
はじめに

本論は､ 社会学部付属研究所の一般研究プロ

ジェクト ｢介護保険制度に関する実証的研究｣

(2004年度) の一環として実施された調査研究

(リサーチ) の成果にもとづく論文である｡ こ

の研究プロジェクトは､ 介護保険に関するさま

ざまな統計データを収集し､ それらを量的に分

析する調査研究と､ 特定の自治体 (都道府県・

区市町村) を対象として事例調査を行い､ その

関連資料を検索したり､ 自治体の担当者などへ

訪問面接調査 (ヒアリング) を行って収集した

データを質的に分析する調査研究の２つによっ

て構成されている｡ 本論は､ このうちの主とし

て後者の研究成果をもとにしている｡

介護保険制度は､ 1997年に成立した ｢介護保

険法｣ にもとづき､ 2000年４月から施行された｡

この制度は､ 発足後５年を経過した今日､ わが

国の５番目の社会保険制度として､ 広く国民の

間に定着してきているといえる(1)｡ また､ 先

進諸国において､ ドイツに続く､ 世界で２番目

の社会保険による介護保障制度として､ 国際的

にもその制度や動向が注目されている(2)｡

このように､ わが国の介護保険は､ 国内外で

高い評価を受けているが､ その一方でこの制度

の基本設計､ 運営方法などに関しては､ さまざ

まな問題点があることもまた事実である｡ 昨年

度 (2004年度) は､ 介護保険法に規定された制

度全体の見直しの年にあたり､ 国 (厚生労働省)

もこの間に惹起してきた制度上の課題を解決す

べく､ 社会保障審議会・介護保険部会を中心に

議論を積み重ねてきた(3)｡ また､ その成果と

して ｢介護保険制度見直しの全体像｣ (2004年

12月) が出され､ 先般の通常国会において介護

保険制度の改正案 (2005年６月) が成立したこ

とは周知の通りである｡ 現在は､ 全国の自治体

で､ 2006年４月からの新たな制度に向けて準備

が進められている状況にある(4)｡

上述の研究プロジェクトは､ 昨年度の介護保

険制度の見直しと並行して行われた｡ その意図

は､ 鳥瞰図的な視点から進められる国の見直し

の議論を､ 特定の自治体への現地調査 (フィー

ルドワーク) を通して､ より具体的かつ実証的

に検証することにあった｡ そこで､ この研究プ

ロジェクトでは､ 介護保険制度の見直しに関し

て先導的な役割を果たしてきた東京都と､ 都内

の自治体のなかで介護保険の運営に関して､

｢市民参加｣ という面で特色がある調布市を事

例研究の対象として設定することにした｡

以下､ 本論ではまずはじめに東京都における

介護保険制度の動向について全国のデータと比

較しながら分析し､ 次に介護保険制度への市民

の参加という視点から､ 調布市の介護保険事業

計画を中心にして､ その運営方法 (administra-

tion) に関する評価を行う｡ 具体的には ｢介護

保険ちょうふ市民の会｣ の活動を取り上げ､ こ

の団体が介護保険制度の運営に対して､ どのよ
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うな役割や機能を果たしているのかについて論

及し､ これからの介護保険制度のあり方に関し

て考察することにしたい｡

Ⅰ 東京都における介護保険制度の動向と評価

� 東京都介護保険事業支援計画の特徴

東京都の介護保険制度は､ 基本的には 『第２

期介護保険事業支援計画―自立を支援するサー

ビスが適切に提供されるために―』 (2003年度

～2007年度) にもとづいて進められている｡ こ

の計画は､ 第１期の支援計画の評価から設定さ

れた ｢高齢者の自立支援という介護保険の理念

が実現できているか｣､ ｢中長期的に安定した制

度となる方向へ向かっているか｣､ ｢そのための

課題と東京都が実施すべき対応策は何か｣ とい

う３つの視点を踏まえ､ ｢東京都福祉改革推進

プラン｣､ ｢TOKYO福祉改革 STEP２｣､ ｢東京

の介護保険を育む会報告書｣ の考え方をもとに

して策定されている｡

その基本理念は ｢『地域』､ 『選択』､ 『競い合

い』 をキーワードとした利用者本位の新しい福

祉を高齢者介護サービスの分野においても実現

する｣､ ｢都民が主体的に取り組み事業者､ 保険

者､ 東京都等が都民の行動を支えることにより､

都市型介護体制を構築し､ 『できる限り､ 在宅

で自立した日常生活を営めるように､ 真に必要

な介護サービスを総合的・一体的に提供するし

くみ』 を実現する｣ の２つに集約されている｡

また､ 第２期の支援計画では上記の基本理念を

実現するための基本目標として､ １. 介護保険

施設等の計画的な整備､ ２. 在宅サービス充実

のための取り組み､ ３. 人材の確保と資質の向

上､ ４. 安心してサービスを利用できる仕組み

づくりという４つの基本施策と､ そのもとでの

17の課題 (施策目標) が挙げられている(5)｡

なお､ 東京都は､ 第３期の支援計画の策定に

先立ち､ 介護保険制度の見直しに関する提案を

２つにまとめて公表している｡ そのひとつは

｢介護保険制度の見直しに向けた東京都からの

提案｣ (2004年４月) であり､ もうひとつは

｢介護保険制度改革の円滑な実施に向けた東京

都からの提案｣ (2005年１月) である｡ これら

は､ いずれも国 (厚生労働省) によって制度の

見直しが進められるなかで公表されたものであ

り､ その議論に一定の影響を及ぼしたといわれ

ている(6)｡

� 東京都における介護保険制度の評価

では､ 上述の介護保険事業支援計画のもとで

推進された東京都の介護保険 (過去５年間) の

動向を､ 具体的なデータをもとに見てみよう｡

(原則として2005年１月現在) (7)

１. 高齢化率

東京都の総人口は1,216万人､ 65歳以上の高

齢者は218万人で､ 高齢化率は17.9％ (1995年

は13.0％) である｡ 全国の高齢化率は19.6％で

あるので､ 東京都は全国よりもやや低い数値に

なっている｡ ただし､ 東京都においても後期高

齢者の比率は年々高くなっており､ 高齢者全体

の約42％ (1995年は約38％) を占めている｡

２. 要介護認定者数

高齢者人口の増加や介護保険制度の認知度の

上昇などに伴い､ 要介護 (要支援も含む､ 以下

同様) の認定者数は急速に増加している｡ 図１

は､ 第１号被保険者数と要介護認定者 (第１号)

の出現率の年次推移を示したものであるが､ こ

の図から要介護認定者は､ 第１号被保険者数の

増加率を上回って出現率が増加していることが

分かる｡ また同様に､ 図２は要介護認定者数の

年次別推移を要介護度別に示したものであるが､

全体的にはいずれの要介護度も認定者数が増え

ているものの､ 相対的には ｢要支援｣ と ｢要介

護１｣ の比率が高くなっていることが分かる｡

この傾向は､ 全国のデータとほぼ一致している｡
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３. サービス利用者数

要介護認定者数の増加に伴い､ 介護サービス

の利用者数も確実に増加している｡ 図３は在宅

サービスの利用者数と施設サ－ビスのそれの年

次別推移を表したものであるが､ この図からも

分かるように､ 介護保険が開始されてからの５
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（図１） 東京都の第１号被保険者数・要介護認定者出現率の推移

（出典）「介護保険事業状況報告」

（図２） 要介護認定者数の推移（要介護度別）

（出典）「介護保険事業状況報告」

0



年間で､ 利用者は約10万６千人から約28万４千

人へと急増している｡ また同様に､ この間の利

用者全体の伸び率が2.68倍であるのに対して､

在宅サービスのそれは3.10倍であり､ 相対的に

在宅サービスの伸び率が高くなっている｡ また､

それにあわせて介護給付費も､ 図４のように在

宅サービスの方が高くなっており､ 東京都の場

合､ この比率の高さが大きな特徴となっている｡

４. サービス利用率

主な在宅サービスの種類別の利用状況をみる

と､ 図５のように訪問介護の利用率が顕著に高

くなっている｡ その他のサービスでは､ 福祉用

具貸与､ 居宅療養管理指導､ 訪問看護なども､

全国の平均値より利用率が高くなっている｡ た
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（図３） 在宅サービス・施設サービスの利用者数の推移

（出典）「介護保険事業状況報告」

（図４） 東京都における介護給付費の推移



だし､ 居宅療養管理指導や訪問介護は､ 要介護

度４及び５の高齢者の利用率が50％以下であり､

その比率の低さがひとつの課題となっている｡

一方､ 通所介護と通所リハビリテーションの２

つは､ 全国平均と比較してかなり低くなってい

る｡ また､ 認知症対応型共同生活介護や訪問リ

ハビリテーションのような､ 新しいサービスは､

まだ利用率がわずか数％であり､ これからこの

サービスをどのように拡大していくかも政策的

な課題となっている｡ なお､ 施設サービスにつ

いては､ 介護老人福祉施設､ 介護老人保健施設､

介護療養型医療施設とも年度ごとに利用者数は

確実に増加し､ 利用率は高くなっている｡

介護保険制度の評価と市民参加の可能性
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（図５） 在宅サービスの種類別利用率（介護保険）



５. サービス事業者

介護サービス事業者数は､ 全体的には順調に

増加してきている｡ 図６は､ 介護保険制度開始

時 (2000年４月) を基点として､ ｢訪問介護｣､

｢通所介護｣､ ｢居宅介護支援｣ の３つの主要な

サービスの増加率を全国のそれと比較したもの

であるが､ 東京都の場合､ 訪問介護と居宅介護

支援は全国平均よりもかなり高く､ 逆に通所介

護はかなり低くなっている｡ なお､ 法人種類別

の指定事業者数をみると､ いずれのサービスも

｢営利法人｣ が圧倒的に多くなっており､ 東京

都における介護サービスの拡大の多くが､ 実際

は営利法人によることが分かる(8)｡

６. 計画の達成率

介護保険事業支援計画における主な在宅サー

ビス､ 施設サービスの年度別の目標値と実績値､

および計画の達成率の推移は図７の通りである｡

この図をみると､ 計画の達成率という点では､

計画の前期 (2000年～2002年) は訪問介護と訪

問入浴介護のそれが相対的に高く､ それ以外の

サービスはかなり低くなっているが､ 計画の後

期 (2003年～) はどのサービスもその数値が高

くなり､ ほぼ計画の目標値を達成している｡ た

だし､ 2004年の時点で計画の達成率が100％を

越えているのは ｢認知症対応型共同生活介護｣

だけである｡

７. 保険料

東京都内の区市町村の保険料 (基準月額) は､

第１期の介護保険事業計画策定時 (平均値) が

3,056円､ 第２期のそれが3,273円で､ その伸び

率は7.1％であった｡ なお､ 第１期と第２期の

保険料が同じであった区市町村は､ 東京都内62

区市町村で14であった｡

� 小括

上述のように､ 東京都では介護保険事業支援

計画 (第２期) にもとづいて､ 介護サービスの

基盤整備が進められている｡ 介護保険導入後の

その推移を見ると､ これまでのところ､ 総体的

には介護サービスの量的な面は拡大しており､

順調に進展してきているといえる｡ しかしなが

ら､ 計画の基本理念に示された ｢『地域』､ 『選

択』､ 『競い合い』 をキーワードとした利用者本

位の新しい福祉を高齢者介護サービスの分野に

おいても実現する｣ ということが果たして十分

に達成されているかについては精査してみる必

要がある｡ 上記の理念には要介護高齢者 (利用

者) の ｢選択原理｣､ 民間事業者の参入による

｢競争原理｣ と地域住民 (都民) の参加による

｢協働原理｣ の３つの原理が包含されていると

考えられるが､ これからの介護保険制度のあり

方を考える時に､ このなかで特に重要になるは

｢協働原理｣ であると思われる｡ そこで次節で

は､ 介護保険制度における市民参加について論

及することにしよう｡

Ⅱ 調布市の介護保険事業計画と市民参加

既述のように､ 東京都の介護保険事業支援計

画の基本理念のひとつは､ ｢都民が主体的に取

り組み､ 事業者､ 保険者､ 東京都等が都民の行

動を支えることにより､ 都市型介護体制を構築｣

することである｡ つまり､ 介護保険制度の運営

において重要なことは､ 市民 (都民) がいかに

それに参加し､ 行動していくかであり､ また行

政 (東京都と区市町村) の役割は､ それが可能

になるようにいかに基盤整備をしていくかであ

るといえる｡ その意味で､ 東京都内には介護保

険あるいは介護保険事業計画への市民参加とい

う点で､ 特色のある区市町村(9)がいくつかあ

るが､ ここではそれらのなかから調布市の事例

を取り上げることにしたい(10)｡

� 調布市の地域特性と高齢化の状況

調布市は東京の都心部 (新宿) から西へ約20

㎞､ 多摩地域の南東部に位置し､ 面積約22平方

㎞ (東西約７㎞､ 南北約６㎞) の市である｡ 調
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（図６） 介護サービス事業者の推移と伸び率
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（図７） 介護保険事業支援計画の達成率の推移 



布市は1955年の町村合併によって新しく誕生し､

2005年には市制50周年を迎えているが､ 多摩地

域の他市と同様､ 1960年代には大規模住宅団地

が建設されるなど､ いわゆる東京の ｢ベッドタ

ウン｣ として､ 人口が年々増加してきた｡ また､

最近では集合住宅 (マンション) が次々と新築

され､ 他の地域からの人口流入が続いている｡

そのため､ 2000年には人口が20万人を超え､ 東

京の市部で４番目の規模となっている｡

調布市でも､ 人口の高齢化が着実に進んでい

る｡ 介護保険制度が始まった2000年には14.7％

であった高齢化率は､ 2004年には16.3％に増加

し､ 2013年 (平成25年) にはその比率は20％を

超えると予測されている｡ なお､ この数値は､

全国あるいは東京都全体よりもやや低くなって

いるが､ それは上記のように､ 65歳以下の人口

の流入が続いているためであり､ 人口推移の対

前年比でみると､ 総人口の増加が約１％である

のに対して､ 高齢者のそれは３％～４％で､ 高

齢者の絶対数は確実に増加している｡

次に､ 高齢者をめぐる世帯の変化をみると､

高齢者のいる世帯はやはり年々増加し､ 全世帯

の２割を超える割合 (22.1％) になっている｡

また､ その内訳では高齢者の単身世帯の増加が

顕著で､ これに夫婦ともに65歳以上の世帯も合

わせると､ その割合は高齢者世帯の約５割を占

めるようになっている｡ (いずれも2000年現在)

このように､ 調布市も他の都市部の市と同様

に､ 高齢化が進展しており､ それに伴って高齢

者､ とりわけ要介護高齢者の生活問題 (ニーズ)

が確実に拡大している｡

� 調布市介護保険事業計画 (第２期) の特徴

調布市の介護保険事業計画は､ 第１期が2000

年度から2002年度まで､ 第２期が2003年度から

2005年度までになっていて､ 現在は第３期

(2006年度から2008年度まで) の計画の策定作

業が進められている｡ 調布市の場合､ 老人保健

法と老人福祉法に規定される ｢老人保健福祉計

画｣ と介護保険法に規定される ｢介護保険事業

計画｣ を一体的に策定し､ ｢高齢者総合計画｣

としている点に特徴がある｡ それは ｢高齢者に

とって住みよいまちづくりをめざす高齢者保健

福祉施策は､ 介護保険制度のみならず､ 介護保

険制度以外のサ－ビスを含めた総合的なサ－ビ

スを提供し､ 生活支援サ－ビスや生きがい・健

康づくり､ 社会参加のしくみづくりをも含めた

総合的な内容とすることが必要｣ だからである｡

高齢者総合計画の基本理念としては､ 調布市

の基本構想 ｢みんながつくる笑顔輝くまち調布｣

(2000年６月) を踏まえて､ ｢個の確立と尊重｣､

｢住み続けたいと思う福祉のまちづくり｣､ ｢地

域社会への参加と責任｣ の３つが挙げられてい
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注 １ ）国保 連 合会の 審 査 支払 デー タ に 基づき 作 成 して い る ため 、短 期 入 所振替 利 用 分を 除 き 、 区 市町 村の 償 還払 い デ ータ は 含 ま な い。 
注 ２ ）短期 入 所生活 介 護 ・短 期入 所 療 養介護 に つ いて 、 振 替 利 用分 の 回 数を区 市 町 村決 算 額 か ら 推計 し、 実 績に 含 め た。（ 2001年度 ま で ） 
注 ３ ）訪問 介 護のう ち 、 通院 等乗 降 介 助につ い て は、 １ 回 を ３ ０分 と し て計算 し 、 実績 に 含 め た 。（ 2003年 度 か ら ）    



る｡ また､ その理念のもとでの基本目標は､

｢利用者支援と権利保障｣､ ｢健康づくり､ 介護

予防の推進｣､ ｢在宅生活の重視｣､ ｢生活・介護

基盤の整備｣､ ｢各主体の参加と責任､ 主体間の

協働の推進｣ の５つである｡ さらに､ 上記の基

本理念・基本目標を実現するための具体的な施

策目標は図８の通りであり､ またそれらを実現

するための重点施策として､ １. 新しい福祉制

度を支える施策の推進 (①情報提供､ ②相談機

能､ ③福祉サービス評価制度､ ④苦情対応体制､
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（図８） 高齢者総合計画（第２期）の施策目標 



⑤利用者支援)､ ２. ひとり暮らし等高齢者世

帯の安全確保策の整備､ ３. 主体的な健康づく

り―介護予防の推進体制の構築―の３つが挙げ

られている｡

� 調布市介護保険の推進体制

調布市の高齢者総合計画の特徴的な点は､ 高

齢者保健福祉サ－ビス (介護保険サ－ビスも含

む) に対する ｢市民の声を十分に反映｣ し､ そ

の ｢円滑なサ－ビス提供と運営｣ が行うことが

できるように､ 図９のような ｢市民・専門家・

事業者による３つの活動体｣､ ｢高齢者保健福祉・

介護保険を推進する協議体 (プラットホーム)｣､

｢行政 (調布市)｣ という３者で構成される総合

的な推進体制を構築していることである｡

ここでいう３つの活動体とは市民､ 専門家､

事業者を指すが､ 調布市では ｢数多くの市民に

よって身近な地域に根ざした福祉活動､ 特定の

テーマや課題解決のための NPO・ボランティ

ア活動､ まちづくり・人づくりの活動などが広

く重層的に展開｣ されている｡ 特に後述する

｢介護保険ちょうふ市民の会｣ は､ ｢相談活動や

調査活動を行うとともに､ 介護保険サービスを

はじめ高齢者福祉に関する諸問題について現状

の問題点を把握し､ 行政その他関係者へ解決に

向けての課題提起｣ を行ったり､ ｢調布の独自

性を加味したサービス評価システムの構築に向

けて調査研究活動の経験｣ を積んでおり､ 介護

保険制度への市民参加を実践している組織とし

て重要な役割を果たしている｡ また､ 専門家・

事業者としては､ 介護支援専門員の協議体 ｢介

護支援専門員調布連絡協議会｣ と､ サービス事

業者の協議会 ｢介護保険サービス事業者調布連

絡協議会｣ があり､ 専門家・事業者間や行政､

市民との情報交換などを通して､ 自己評価やサー

ビスの質の向上に向けた取り組みなどを行って

いる｡

次に､ 調布市高齢者福祉推進協議会は､ 高齢

者保健福祉や介護保険に関わる市民､ 事業者､

行政がまさに対等・平等な立場で議論し､ 協働

して高齢者保健福祉・介護保険事業を推進する

ための協議体 (プラットホーム) として位置づ

けられている｡ 協議会のなかには ｢苦情対応研

究調整部会｣ ｢高齢者施策調整部会｣ ｢高齢者総

合計画推進モニター部会｣ の３つの部会が設置

され､ 高齢者総合計画の策定や実施における進

行管理などの活動を積極的に行っている｡

最後に､ 行政は､ 多様化する高齢者のニーズ

に対し､ 生活・介護支援をはじめとして､ 介護

予防､ 社会参加､ 健康増進などの施策を展開し､

それらの施策を支えるシステムを構築していく

役割を果たすとされている｡ また､ そのために

必要なことは､ さまざまな環境の変化を確実に

読み取り､ 時代の変化に即した新しい ｢公｣ の

役割を創造していくことである｡ なお､ 推進体

制を担当するのは､ 介護保険課､ 高齢者福祉課､

健康課の３課であり､ これらの関係課が行政内

部で相互に密接な連携体制を強化していくこと､

また近隣の区市町村､ 東京都､ 国をはじめとす

る関係機関と情報交換などの連携を推進してい

くことも必要であるとされている｡

Ⅲ 事例研究― ｢介護保険ちょうふ市民の会｣

の活動事例―

前節では調布市の介護保険事業計画とその推

進体制について言及したが､ そのなかで市民参

加という点では ｢介護保険ちょうふ市民の会｣

(以下､ 市民の会と記す) が重要な役割を果た

していることが分かった｡ そこで､ ここではそ

の活動について､ 具体的に論及することにしよ

う(11)｡

� 市民の会の設立経緯

調布市は､ 1998年に介護保険事業計画を策定

するにあたり､ 25名で構成される計画策定委員

会を組織し､ そこに10名の一般市民公募枠を設
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定した｡ 同委員会は､ 計画策定までに36回もの

審議を行ったが､ そのなかで介護保険に対する

市民の意見を聞くシステムを構築する必要性が

認識され､ 同委員会の最終答申のなかで ｢相談

支援推進体制｣ の提言がなされた｡ また同時に､

策定委員会の市民公募委員の有志が市民相談ボ

ランティアを募集し､ 翌1999年11月に結成され

たのが ｢介護保険ちょうふ市民の会｣ である｡

� 会員と活動内容

市民の会の会員は約50名から60名であり､ 会

員は ｢正会員｣ ｢賛助会員｣ ｢法人会員｣ の３種

類で構成されている｡ 具体的には､ 福祉やボラ

ンティア活動の経験のある人､ 手話通訳の有資

格者､ 訪問介護員､ 介護支援専門員などが会員
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(図９) 高齢者保健福祉・介護保険推進体制の全体像

(出典) 『調布市高齢者総合計画 (第２期)』 (概要版)､ 2003年３月､ 19頁｡



となっている｡

また､ 同会の活動場所は､ 調布市総合福祉セ

ンタ－の１階入り口にあり､ 社会福祉協議会と

フロアを共有している｡ 同会の活動内容として

は､ ①介護サービスに関する来所相談､ 電話相

談､ 訪問相談､ 同行サービス (市や事業者との

話し合いに同行する)､ 出前相談 (利用者や市

民が集まった所に出向き､ 相談に対応する)､

出前講座 (介護保険に関して説明する) などの

｢相談活動｣､ ②介護サービス事業者を訪問し､

どのようなサービスを提供しているのかを調査

し､ サービスのモニタリングを市民の視点で行

う ｢評価活動｣､ ③介護サービス事業者に関す

る生きた情報を市民に提供したり､ 市 (行政)

が作成するパンフレットを市民に分かりやすく

説明したりする ｢情報提供活動｣ の３つが主な

活動である｡

� 部会の活動

市民の会は主に３つの ｢部会｣ によって構成

されている｡

１. 相談部会は､ 市民からの相談を受ける窓

口となっている｡ 相談部会では､ 相談活動を通

していかに市民の役に立てるかということを課

題としている｡ そのため､ 同部会では介護保険

制度などの研究会や利用者のケーススタディな

ども行っている｡ 介護保険の発足当時にはかな

りの相談件数があり､ これまでの総数は2,100

件に達している｡ 相談内容は､ 介護保険制度に

関するものが多かったが､ 最近ではそれ以外に

も入院先の相談や病院などからの退院後の生活

に関する相談､ あるいは認知症に関する相談が､

増加して来ている｡ また､ 相談件数は少ないも

のの､ 介護支援専門員や訪問介護員などのサー

ビス提供者に対する苦情相談もあり､ それらは

既述の高齢者福祉推進協議会の方へ相談結果を

提出し､ 相談部会としてどのように対応すべき

かについて検討している｡

２. サービス評価部会は､ 主に介護保険にも

とづくサービス事業所の調査を行う部会である｡

同部会は､ 市民のために市内や近隣の市にある

介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)､ 介

護老人保健施設､ 介護保険のサービス事業者の

情報を集めている｡ その際に現地調査は､ 各施

設・事業所に調査の依頼書を送付し､ 同意を得

た上で質問紙を郵送し､ 記入をしていただいて

から､ 最後に訪問面接調査を行う､ という方法

で実施している｡ 調査項目は､ 部会の会員が市

民の視点から作成した詳細なものであり､ 東京

都の福祉サービス第三者評価事業のような評価

事業とは異なる､ 独自な評価活動になっている｡

これまで市内外45ヵ所の訪問介護事業所のうち､

29ヵ所の調査活動を行っている(12)｡

３. 広告部会は､ 市民に ｢介護保険ちょうふ

市民の会｣ の活動を伝えていくことが主な役割

である｡ 現在では､ 同会が主催する研修会のお

知らせなどを ｢会報｣ (現在まで26号を発行)

という形で､ 毎月発行し､ 市民に広報している｡

また､ その他の活動としては､ サービス部会が

まとめた現地調査の結果を書籍として販売して

いる｡

� 行政との関わり

市民の会は､ 基本的には市からの助成金によっ

て運営されている｡ 会員のなかには行政から助

成金をもらうことによって､ 自由な活動が制約

されるのではないかという懸念もあったが､ そ

の点については市に要望を出し､ 一定の活動の

自由を確保している｡ また､ 市民の会の役員は､

月に１回､ 市の高齢福祉課と介護保険課との話

し合いの場を設け､ 市民の会に来た相談や苦情

などについて､ 市と情報交換をしている｡

� これからの課題

このように市民の会は､ 市 (行政) と協力関

係 (パートナーシップ) を形成・維持しながら､

“市民の､ 市民による､ 市民のための”介護保
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険の実現に向けて､ 独自の活動を行っている｡

しかしながら､ 市民の会も､ 会員が次第に高齢

化してきており､ 相談､ 評価､ 広報という部会

活動などにおいて､ 新しい展開を図るのが難し

くなってきている｡ また､ 相談活動においても､

市民の会の窓口へ相談に来た高齢者だけでなく､

地域のなかで孤立し､ 引き籠もっている人たち

への支援活動を､ たとえば民生・児童委員の人

たちと積極的に情報交換・協働をしながら､ ど

う地域で展開していくかというようなことも実

践的な課題になっている｡ さらに､ 介護保険制

度や市民の会自体の認知度や理解度をいかに高

めるかなども､ 市民の会全体の大きな課題となっ

ている｡

Ⅳ 考察

前節では ｢介護保険ちょうふ市民の会｣ の活

動を具体的に記述したが､ ここではそれをもと

に､ 計画と参加､ 参加と評価という２つの点に

ついて考察することにしたい｡

� 計画と参加

第１は､ 介護保険事業計画への市民の参加に

ついてである(13)｡

高齢者保健福祉推進10カ年戦略 (ゴールドプ

ラン) によって法制化された老人保健福祉計画

は､ 介護保険法 (1997年成立・2000年施行) の

もとでの介護保険事業計画へと実質的に引き継

がれたといってよい｡ しかしながら､ 両計画の

違いは､ 介護保険法の被保険者である ｢市民｣

(地域住民) の意見を計画の内容に反映させる

ために､ どの自治体の計画においてもこれまで

になく ｢公募委員｣ が数多く参加している点に

ある｡ 本論で取り上げた調布市の公募委員10名

というのは､ その典型的な事例である｡

社会福祉の領域ではこれまで市民参加につい

てさまざまな視点から議論されてきたが､ それ

らは大別すると､ １. サ－ビス利用過程への参

加､ ２. サ－ビス提供過程への参加､ ３. 意思

決定過程への参加という３つの次元 (dimen-

sions) に分けることができる｡ 介護保険事業

計画への参加というのは､ このうちの３. に該

当するものであり､ それは具体的には基礎自治

体 (市町村) が保険者として運営している介護

保険のあり方に対して､ 市民がたとえば公募委

員として自らの意見や要望を表明し､ それを将

来のあるべき姿に反映させていくことである｡

このように､ 市民が介護保険事業計画へ参加

することは､ 単に市民の意見や要望を聞き､ そ

れを適宜､ 制度や事業に反映させていくだけで

なく､ 市民 (サービス利用者も含む) がその過

程でエンパワーメントする (される) という機

能があると考えられる｡ つまり､ 市民は参加に

よって､ 地域の介護問題 (ニ－ズ) に“気づき”､

それらを“共有し”､ 自らの力で“解決しよう”

とする､ まさに市民参加とはエンパワ－メント

そのものであるといえる｡ その意味で､ ｢介護

保険ちょうふ市民の会｣ の活動は､ まさに計画

への参加によってエンパワーメントされた市民

自らが､ 上記の１. サービス利用過程と２. サー

ビス提供過程へ直接的､ 間接的に参加し､ その

成果を３. 意思決定過程へフィードバックして

いるのである｡ S. R.アーンスティンの ｢市民

参加の梯子｣ の例をひくまでもなく､ 計画への

参加をより実質的なものとするためには､ この

相互作用が重要になると考えられる(14)｡

� 参加と評価

第２は､ 介護保険事業計画への参加と評価の

問題である(15)｡

既述のように､ ｢介護保険ちょうふ市民の会｣

の会員 (市民) は､ その活動の一環として､ サー

ビス評価部会を設置し､ 介護保険のサービスや

プログラムを評価している｡ 社会福祉における

｢評価｣ (evaluation) 活動は､ ｢社会福祉法｣

(2000年) にもとづく新しい福祉システムのな
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かで関心が高まり､ 現在､ さまざまな形で実施

されているが､ たとえば東京都における福祉サー

ビス第三者評価事業のように､ それらはいずれ

も専門的な調査機関が行う､ 専門的な調査にも

とづく評価活動である｡

確かに､ 上記のような ｢専門家｣ による評価

活動は有効なものであるといえる｡ しかしなが

ら､ 評価の難しさはその多元性にあり､ 一元的

な評価は時として実体 (reality) を反映してい

ない場合がある｡ それゆえに､ 社会福祉におけ

る評価活動では､ 社会福祉の組織 (機関・団体・

施設など) やその従事者 (ソーシャルワーカー

など) が行う ｢自己評価｣､ サービスの利用者

が行う ｢利用者評価｣ (たとえば満足度評価な

ど)､ そして両者とは直接的に関わりをもたな

い評価機関や評価者が行う ｢第三者評価｣ を組

み合わせていくことが重要になるのである｡ そ

して､ 第三者評価の場合も､ 専門家が行うそれ

と､ ｢介護保険ちょうふ市民の会｣ のような市

民が行うそれがあり､ 両者ともそれぞれ重要な

役割を果たしているといってよい｡

近年､ 社会福祉調査論の分野でも ｢参加型調

査｣ (participatory research/survey) に対す

る関心が高まっている｡ この調査方法は､ 欧米

諸国や開発途上国の社会開発などの領域ではす

でに用いられているものであるが､ わが国の社

会福祉研究の領域では､ これまであまり理解さ

れて来なかった概念である｡ 参加型調査とは､

簡潔にいえば市民や利用者 (要介護高齢者など)

を単なる調査の対象 (客体) と見なすのではな

く､ 彼らが専門家である調査者 (researcher)

と文字通り､ 対等・平等な関係のもとで､ 調査

の企画､ 実施､ 評価というあらゆる局面に参加

して進められる調査である｡

筆者はかつて参加型調査の３つの類型を示し

たことがあるが､ ｢介護保険ちょうふ市民の会｣

の調査活動は､ そのなかの ｢自発型｣ であると

考えられる(16)｡ それは市民が自ら行う調査で

あるために調査の質自体は決して高くないが､

こうした活動が市民の間に広がることは､ 実は

介護保険を身近なものにしていく道であると考

えられる｡

むずびにかえて

介護保険制度も６年目に入り､ 2006年４月か

らは新しい制度で運営されていくことになる｡

その方向性は､ ｢介護保険法｣ の改正(17)でも示

されているように､ 簡潔にいえば ｢予防重視型

システムへの転換｣ であり､ より地域に密着し

た介護サービスの展開であるといえる｡ つまり､

これからの介護保険制度は､ これまでのサービ

スを継承しつつ､ その一方で､ 地域社会を基盤

とした新たなサービス体系として再編成されて

いくことになるのである｡ そして､ そこでは介

護保険を中心とした介護福祉と ｢地域福祉｣ と

の融合・統合が図られていくと思われる｡

本論は､ 上述のような視座から介護保険制度

における市民参加の可能性について論じてきた｡

介護保険を評価するにはいろいろな視点(18)が

あるが､ そのひとつに ｢市民参加｣ があると考

えられる｡ それは､ この制度を持続可能なもの

とするために､ 何よりも市民の理解と協力が不

可欠だからである｡ その意味で､ たとえば本論

で論及した ｢介護保険ちょうふ市民の会｣ のよ

うな､ 市民の自発的・自主的な取り組み (in-

volvement) が広範に広がっていく必要がある

と思われる｡ これから､ 介護保険を市民に定着

させるていくため､ 保険者としての市町村や､

それを支援する都道府県には､ ソーシャル・ガ

バナンスの視点から､ そうした市民の活動を側

面的に支援 (enabling) していく重要な役割が

あると考えられる｡
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【注】
(1) 内閣府が介護保険制度施行後３年目 (2003年

７月) に実施した世論調査 (全国20歳以上の

者5,000人を対象) によれば､ 介護保険の周知

度は56.1％となっている｡ また同時期に､ 讀賣

新聞が実施した世論調査 (全国20歳以上の者

3,000人を対象) によれば､ 介護保険を評価し

ている者は58.0％で､ 導入時 (2000年９月) か

ら14.2％増加している｡ 上記データの詳細につ

いては､ 『介護保険制度の見直しに向けて―社

会保障審議会介護保険部会・介護保険４年間

の検証資料―』 中央法規出版､ 2004年を参照｡
(2) 日本の高齢者保健福祉政策に関して数多くの

著作がある J.キャンベル教授 (ミシガン大学)

は､ 最近の論文のなかでわが国の介護保険制

度に注目している｡ 教授は､ ドイツの介護保

険と比較しながら､ なぜ両国が新自由主義の

潮流のなかで福祉国家が抑制されているこの

時期に大規模な新しいエンタイトルメント・

プログラムを始めたのか､ あるいはなぜ両国

が社会保険方式のプログラムを選択したのか､

などの点について論考を展開している｡ J.

Campbell, ‶How Policies Differ: Long-Term

Care Insurance in Japan and Germany", H.

Conrad and R. Luetzeler et al., Aging and

Social Policy: A German-Japan Comparison,

Indictum, 2002.
(3) この間の社会保障審議会・介護保険部会の議

論の経過については､ 同部会の議事録が厚生

労働省の HP(http://www.mhlw.go.jp/shingi/

hosho.html#kaigohoken) に掲載されている｡
(4) 讀賣新聞は､ 介護保険制度の改正案成立を受

けて､ 2005年９月に全国の基礎自治体 (市区

町村) を対象としたアンケート調査を実施し

ている｡ 詳細については､ 2006年11月５日付､

讀賣新聞 (朝刊) の記事を参照｡ この記事に

は､ 全国の基礎自治体の介護保険担当者が､

給付抑制を目指す制度見直しを評価しつつ､

その一方で保険料上昇のなかでの制度運営に

戸惑う姿が記述されている｡
(5) 具体的な17の課題 (施策目標) については､

『東京都介護保険事業支援計画 (第２期)』

(2003年３月) 46頁～84頁を参照｡
(6) 東京都からの２つの提案については､ 東京都

福祉保健局の HP (http://www.fukushihoken.

metro.tokyo.jp/press_reles/2004/pr0407_1.

html など) を参照｡
(7) 以下の記述は､ 筆者が委員として参画してい

る ｢東京都高齢者保健福祉計画作成委員会｣

(2005年５月～2006年３月) の内部資料に基づ

いている｡ なお､ 同委員会は､ 介護保険制度

の改革を受けて､ 東京都介護保険事業支援計

画 (第３期) の策定委員会を包含している｡
(8) 上記の内部資料によれば､ 訪問介護の2000年

４月 (介護保険導入時) の指定事業者数908に

対して､ 営利法人のそれは643で70.8％の比率

であった｡ また､ 2005年４月の時点では､ そ

の指定事業者数は約3.2倍増の2,893となり､ 営

利法人のそれは2,288で79.1％になっている｡

その他のサービスについて同様の数値をみる

と､ たとえば通所介護の場合､ 社会福祉法人

と営利法人の指定事業者数がほぼ同数である

ものの､ ５年間の推移では営利法人が約20倍

の伸びを見せるなど､ 東京都では他のサービ

スも含めて､ 営利法人の参入率の高さが大き

な特徴となっている｡
(9) 『東京都介護保険事業支援計画 (第２期)』 で

は､ 上述の17の課題 (施策目標) のひとつと

して ｢都民への制度普及､ 自立支援の制度で

あることの理解の促進を図る｣ として､ ｢介護

保険ちょうふ市民の会｣ (調布市) 以外に､

｢介護ネット活動推進事業｣ (千代田区)､ ｢相

談員派遣事業・相談支援事業｣ (渋谷区､ 八王

子市等)､ ｢介護保険サポーターズ国分寺｣ (国

分寺市) などが市区町村の具体的な取組事例

として紹介されている｡ 同上書､ 73頁｡
(10) 以下の記述は､ 『調布市高齢者総合計画 (第２

期)』 (2003年３月) および調布市福祉部介護

保険課への訪問面接調査 (ヒアリング) の際

に提供していただいた各種資料に基づいてい

る｡
(11) 以下の記述は､ ｢介護保険制度を育てる市民の
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力｣ 『月刊福祉』 (2001年６月号) 全国社会福

祉協議会､ および介護保険ちょうふ市民の会

事務局への訪問面接調査 (ヒアリング) の結

果に基づいている｡
(12) 入所施設については各施設ごとに調査結果が

｢報告書｣ としてまとめられている｡ また､ 訪

問介護や通所介護・リハビリテーションの事

業書については､ 各年度ごとに一冊の ｢報告

書｣ (またはその更新版) にまとめられている｡

具体的には､ 介護保険ちょうふ市民の会 『介

護保険サービス事業所・訪問介護・最新情報』

2004年５月などを参照｡
(13) 筆者は最近､ このテーマについて小論をまと

めている｡ 和気康太 ｢住民参加の次元と機能｣

日本地域福祉学会編 『地域福祉事典 (新版)』

中央法規出版､ 2006年３月 (刊行予定)｡
(14) 今日では古典的なモデルであるが､ S. R.アー

ンスティンが市民参加を① ｢操作｣ から⑧

｢市民による統制｣ までの８段階に分類したこ

とは著名である｡ S. R. Arnstein, ‶A Ladder

of Citizen Participation", Journal of the

American Institute of Planners, Vol.35, 1969,

pp.216-224.
(15) 筆者は最近､ このテーマについて小論をまと

めている｡ 和気康太 ｢地域福祉計画における

評価｣ 武川正吾編 『地域福祉計画―ガバナン

ス時代の社会福祉計画―』 有斐閣､ 2005年､

189頁～209頁｡
(16) 参加型調査について､ 筆者は試論的に① ｢利

用者参加型｣､ ② ｢自発型｣､ ③ ｢専門家参加

型｣ という３つの類型 (type) を提示してい

る｡ 和気康太 ｢課題の発見と目標の設定｣､ 同

上書､ 127頁｡
(17) 介護保険制度改革の大綱は､ 厚生労働省 ｢介

護保険制度改革の全体像―持続可能な介護保

険制度の構築―｣ (2004年12月) に集約されて

いるといってよい｡ そこで示されている改革

像は､ ｢予防重視型システムへの転換｣､ ｢施設

給付の見直し｣､ ｢新たなサービス体系の確立｣､

｢サービスの質の向上｣､ ｢負担の在り方・制度

運営の見直し｣ と､ 介護サービス基盤の在り

方の見直しとしての ｢地域介護・福祉空間整

備等交付金 (仮称) の創設｣ の６つである｡

なお､ 介護保険法の改正については､ 厚生労

働省の HP (http://www.mhlw.go.jp/topics/

bukyoku/soumu/houritu/162.html) を参照｡

(18) 介護保険制度の評価は､ 国 (厚生労働省) と

地方自治体によって行われているが､ 学術研

究の面でも一定の進展が見られる｡ たとえば､

平岡公一教授 (お茶の水女子大学) が研究代

表者である ｢介護サービス供給システムの再

編成の成果に関する評価研究｣ (厚生科学研究

費補助金政策科学推進研究事業・2001年年度

～2003年度) は､ 近年の大規模な調査研究の

ひとつとして挙げることができる｡
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